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はじめに  
   

学校は､すべての児童の可能性を引き出しながら、一人ひとりの自己実現を支援し、平和で

民主的な国家･社会の形成者として必要な資質、知･徳･体の調和のとれた「生きる力」を育む

場である。  

本校は、｢進取な志をもち たくましく ふるさとにいきあう 柱野っ子の育成｣を学校教

育目標とし、「進んで学び､よく考える子 やさしく､なかよくする子 元気に活動し、やりぬ

く子」の育成に取り組んでいる。 

そこで、学校の使命と存在意義に基づき教育活動に取り組むため、私たち柱野小学校教職

員（以下、私たち）は、児童一人ひとりの願いや思いを大切にして、学ぶ楽しさ、自ら成長

する喜び、多くの体験活動を通じて人・もの・ことと関わり合うことの素晴らしさを実感し

ながら豊かな心を育む教育実践に全力で取り組むことをここに宣言する。そして、児童が、

いじめにより、心と身体を傷つけられたり尊い命を自ら絶ったりすることが無いよう、私た

ちは心を一つにして児童が学校の主人公となる教育活動に真摯に取り組むことを誓う。  

また、今後も、大きな社会変化や急速な情報技術の発展により、新たないじめ問題が生じ、

いじめはますます複雑化、潜在化することが予想される。そうした中、私たちは、いじめと 

いう行為やいじめ問題に取り組む基本姿勢について継続して研修を続けるとともに、校長の 

リーダーシップのもと、家庭、地域、関係機関と思いを一つにしながら生徒指導体制･教育相 

談体制を充実させ、組織的にいじめ問題の未然防止と解決に取り組んでいく。  

 

第１ 「いじめ防止基本方針」について  

 
岩国市立柱野小学校では、「いじめ防止対策推進法」第１３条に規定されている「学校は、

いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し､その学校の実情に応じ、当該学校

におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。」に基づ

き、次のような基本理念をもって、いじめの防止等の対策に積極的に取り組む。  

   

    〈いじめの防止等の対策に関する基本理念 〉  

  いじめは、すべての児童に関係する問題である。いじめの防止等の対策は､すべての  

児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう､学校の内

外  を問わず､いじめが無くなるようにすることを旨として行われなければならない。  

  また、すべての児童がいじめを行うことがないよう、いじめを認識しながら放置す  

ることがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童の心身に  

深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて､児童一人ひとりが十分に理  

解できるようにすることを旨としなければならない。  

  加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童の生命・心身を保護するこ  

とが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭そ  

の他の関係者との連携の下、いじめ問題を克服することをめざして行われなければな  

らない。  

 



 

第２ いじめ防止等に関する基本的な考え方  

（１）いじめの定義  

  

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当  

該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与え  

る行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象  

となった児童等が心身の苦痛を感じているものと定義する。  

 （「いじめ防止対策推進法」より）  

  

※「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。  

※「一定の人間関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、

塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）など、当該児

童生徒との何らかの人間関係を指す。  

※「物理的な影響」とは、身体的影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、いやなこ

とを無理矢理させられたりすることなどを意味する。  

  

個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめを

受けた児童生徒の立場に立って行う。  

いじめの認知に当たっては、特定の教職員のみによることなく、学校いじめ対策組織が中

心となって、いじめに該当するか否かを判断することとし、「心身の苦痛を感じているもの」

との要件が限定して解釈されることのないように努める。外見的にはけんかのように見える

ことでも、いじめを受けた児童生徒の感じる被害性に着目して見極めていく。  

また、けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合もある

ため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当する

か否かを判断するものとする。  

具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。  

  

 ◇冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる  

 ◇仲間はずれ、集団による無視をされる  

 ◇軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする  

 ◇ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする  

 ◇金品をたかられる  

 ◇金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする  

 ◇嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする  

 ◇パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる  

  

これらのいじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相

談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、

直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被

害者の意向への配慮の上、早期に警察に相談・通報し、連携した対応を取る。 

 

 



 

（２）いじめの構造、特徴   

○いじめは、「どの子どもにも、どの学校にも起こりうる」との認識をもつこと。  

・いじめる児童といじめられる児童は、入れ替わりながら被害も加害も経験している。  

・暴力を伴わないいじめであっても、いじめに軽重をつけることなく丁寧に対応する

こと。  

  ○いじめは「四層構造」となっている。  

・いじめを受けている児童から見れば、周りではやしたてる児童も見て見ぬふりをする

児童も「いじめている人」に見える。  

・四層構造を念頭に置き、集団的にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにする

こと。  

いじめの四層構造  

いじめられている者(被害者)  

  

  

いじめている者(加害者)  

        周りではやしたてる者(観衆) 

      見て見ぬふりをする者(傍観者） 

  

 第３ いじめ問題に関する基本的な考え方  

１ 学校･家庭･地域・関係機関の総掛かりによる取組  

○いじめ問題への対応は、人間社会から差別や偏見等を一掃することにつながる。  

○安心安全な社会づくりに寄与するためにも、学校･家庭･地域・関係機関が総掛かりでい

じめ問題への取組を推進する。  

  

２ 対応の視点  

○「いじめは絶対に許されない」「どの子どもにも、どの学校にも起こりうる」との認識の

下、学校･家庭･地域・関係機関の連携を密にして、以下の 4点を対応の視点として、い

じめ問題への取組を推進する。  

①未然防止【いじめの予防】   

②早期発見【把握しにくい、いじめへの対応】  

③早期対応【現在起こっている、いじめへの対応】  

④重大事態への対応【生命、心身又は財産に重大な被害が生じた、いじめへの対応】  

  

３ 学校における基本姿勢  

○いじめは、「未然防止」の取組が極めて重要である。授業を通じて児童の自己肯定感や自

己有用感、コミュニケーション能力の育成や人間関係づくりに取り組み、道徳教育や人

権教育を通じて総合的・効果的にいじめを起こしにくい学校文化を醸成するとともに児

童に思いやりの心や支え合いの心を育む。  

○「いじめは、集団の関係の中で起こりやすいもの」との危機意識をもちながら、未然防

止、早期発見、早期解決に取り組む。 

 



 

  ○いじめが発生した場合は、校長をリーダーとして、全校で組織的に適切・丁寧な対応・

指導・支援を行い、児童や保護者の気持ちに寄り添いながら、いじめが確実に解消する

まで粘り強く対応する。  

  

４ いじめ防止のために学校が果たす役割  

（１）「学校いじめ防止対策基本法」の策定と周知  

○学校は、いじめ防止について「学校いじめ防止基本方針」を策定し、体系的、計画

的、具体的な取組を推進する。  

○学校は、いじめ防止等の取組が体系的、計画的、具体的に行われるよう、「学校いじめ

防止基本方針」やそれに基づく取組を、学校ホームページや学校だより等を通じて、

児童、保護者、地域住民へ広く周知することを図る。  

（２）「いじめ対策委員会」の設置  

○学校は、「いじめ対策委員会」を設置し、学校いじめ防止基本方針に基づくいじめの防

止等に係る取組を行い、ＰＤＣＡサイクルによる検証を行いながら、実効性のある取

組となるよう常に改善を図る。  

（３）学校評価・教職員評価を活用した、いじめ問題に係る取組の検証と改善  

○学校評価の評価項目に位置付け、教職員評価も活用し、いじめ防止やいじめ問題への

対応に係る、学校や教職員の適切な目標設定、達成状況の評価、学校経営や指導方法 

の改善に活かすことで、いじめの実態把握や組織的な対応の取組を改善・充実する。  

（４）豊かな心を育む教育と規範意識を醸成する取組の推進  

○学校の全教育活動を通じた道徳教育の取組  

      児童一人ひとりの夢の実現に向けて、知･徳･体の調和のとれた「生きる力」の柱と

なる豊かな心を育むために、人権教育を基盤とし、学校教育全体を通じて児童が心を

開き、心を磨き、伝えあえる道徳教育を充実する。  

○規範意識の醸成のための取組  

      いじめの未然防止に資することから、児童の規範意識の醸成に取り組む。そのため

に、生徒指導部、教育相談担当、児童会担当と連携･協働しながら「きまりを守る」

「節度ある生活をする」「礼儀正しく人と接する」などについて、児童の発達段階に応

じた具体的な取組を、学校全体の共通理解の下、組織的･計画的に実施する。  

   

（５）生徒指導･教育相談体制の充実･強化  

○「生徒指導は、児童一人ひとりの健全な成長を促し自己実現を図るための自己指導能

力を育成することをめざすこと。教育相談は、一人ひとりの教育上の問題について望

ましい在り方を助言し、人格の成長への援助を図るものであること。」を学校全体で十

分に理解し、常に児童の願いや思いに耳と心を傾けることを心がけて児童に向きあう

教職員組織をつくる。  

○児童一人ひとりの願いや思いに寄り添うため、生徒指導や教育相談は、担任や担当が

一人で問題を抱え込むことなく、学校全体で、チームとして組織的で計画的な取組と

問題の解決を行う。  

○ＳＣ(スクールカウンセラー)やＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）等の心理や福

祉の専門家との連携をはじめ、弁護士、民生委員･児童委員、人権擁護委員、少年安全



 

サポーター等の外部専門家及び児童相談所、警察、福祉部局等の関係機関との連携を

密にし、いじめ防止等に係る取組の充実を図る。  

○いじめの防止対策やいじめの対応については、校種間での共通目標に基づく取組や情

報共有、支援体制の構築が重要であることから、幼保小、小小、小中の学校間で連携

した取組を充実する。  

     

第４ いじめ防止等の具体的な取組  

１ 未然防止【いじめの予防】  

   いじめはどの子にも起こりうるという事実を踏まえ、いじめに向かわせないための未然

防止の取組として、児童生徒が自主的にいじめの問題について考え、議論すること等のい

じめの防止に資する活動に取り組む。いじめの被害者を助けるためには児童生徒の協力が

必要となる場合があるため、傍観者とならずいじめを止めさせるための行動をとる重要性

を理解させるよう努める。  

   さらに、教職員の言動が児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長した

りすることがないよう、指導のあり方に細心の注意を払う。  

  

（１）仲間づくり、絆づくり  

    教職員一人ひとりが、道徳の時間や学級活動はもちろんのこと、全ての教育活動を通

じて、子ども同士の心の結びつきを深め、社会性や互いの違いを認め合う心を育み、い

じめを許さない学校づくりを行う。  

○教師の基本姿勢  

いじめには学級をはじめとした集団の状態が強く影響する。学級づくりの中心的役

割を担う担任教師の役割が極めて重要なことから、計画的に校内研修会を実施し、資

質能力の向上に努めるとともに、教師自身の言動も含めて、子どもへの接し方を振り

返ってみる。  

○落ち着いた生活環境  

いじめが起こりやすい学級は、ルールが不明確で、当事者だけでなく、全体の規範

意識が低下している傾向があると言われる。そこで、学級のきまりやルール、やって

いいことと悪いこと等の基準を、子どもにわかりやすく示すと共に、必要なルール、

ルールを守ることの必要性について学級活動、児童会等話合いの場をもつ取組を進め

る。  

○魅力的な授業・学級経営  

学校生活が安定し、充実したものになれば、いじめは起こりにくくなる。そのため

には、学校生活の中心とも言える授業が魅力的で、どの子も活躍できる場となってい

ることが大切である。また、教科の目標達成の手だて以外にも、構成的グループエン

カウンター、ソーシャルスキルトレーニング等、子ども同士の人間関係を豊かにする

工夫を日々の授業や学級経営の中に盛り込む。  

○保護者との信頼関係  

いじめる側の子どもたちの中には、保護者から十分な愛情を注がれていない子も少な

くない。そこで、積極的に保護者との信頼関係づくりに努め、それぞれの役割と責任を

自覚し、相互に補い合いながら、いじめの予防に取り組んでいく。  



 

○児童が主体となった仲間作りの取組  児童が互いの個を知ることは子ども同士の心の

結びつきを深め、社会性や互いの違いを認め合う心を育むことになり、互いを理解し

合うことがいじめを生まない環境作りにつながる。そこで、委員会が主体となって行

う全校遊びの活動等、児童が主体となった活動を通じて互いの絆づくり、仲間作りを

深めていく。  

  

（２）学級集団の状態を捉える  

○教師は子どもたちの成長を日々見守っている。しかし、観察だけではどうしても気づ

くことができない部分もある。また、大人からすると意外な感情を子どもが抱いてい

る場合もある。そこで、教師の観察と実態のずれを補うために、生活アンケート、相

談カード、また必要に応じて QUやＦit 等の学校生活調査を効果的に活用する。  

  

２ 早期発見  

（１）早期発見のため学校がとる体制  

○いじめは、外から見えにくいことが多く、全教職員が連携・協力して指導を行うこと

が大切である。  

・学級担任だけが問題を抱え込むことが無いよう、生徒指導主任はもとより養護教

諭、栄養教諭、学校事務職員、ＳＣ等、全ての教職員が関わる連携体制を確立し

て、日頃から学校生活全体をきめ細かく把握することに努める。  

・学校評価、授業評価、短い間隔で実施する生活アンケート等により、児童、保護者

等の実情を把握し、日常的にいじめ問題への取組について見直しを図る。  

・児童の多面的・多角的な情報収集・実態把握に努め、全教職員で共有を図る。  

・教育相談担当教諭・養護教諭を生徒指導に関する校内組織に加える等、校務分掌上

適切に位置付け、ＳＣ等の専門家と緊密な連携を図る。  

  

（２）いじめの早期発見に向けた具体的な取組  

〇大切なことは、児童や保護者・地域等に、全教職員が「いじめは人間として絶対に許

されない行為である」「いじめられている児童を必ず守り通す」といった、毅然とした

姿勢を日頃から示しておくことである。  

〇児童との信頼関係づくりに努め、絆やつながりを深める心の教育を推進し、指導の徹

底を図る。  

・１日の時程表を見直す等して、児童とのふれあいの時間を確保する。  

・日常の行動観察や日記、生活アンケートの実施等により、内面の変化をとらえる。  

・ いじめが潜在化、偽装化していることもあることから、日常の対話や遊び等を通し

て児童が発するサインを鋭くキャッチする。  

・平素から、児童に寄り添い、些細なことでも相談しやすい環境づくりに心掛けると

ともに、日常的に機会をとらえて声かけを行う。  

・毎週の生活アンケートを活用した個別の教育相談を実施する。  

・保健室や特別教室等で他の児童のことを気にすることなく、落ち着いた雰囲気で相

談できるように努める。  

 



 

(3) 家庭・地域との連携  

○保護者懇談会等においては、開催時間や開催場所を見直し、多くの保護者が参加しや

すいように工夫する。  

○学校評価等を活用し、保護者の生の声を課題把握に生かし、学校及び組織の活性化を

図る。  

○種々の地域活動において学校が中心となり、いじめ問題に関わる広報・啓発活動を行

う。  

○地域行事や各種の催事等に児童の積極的な参加を促す。  

  

３ 早期対応  

（１）管理職を中心に外部専門家と連携した構内指導体制の確立 

〇迅速・的確かつ組織的な対応を実行する。  

〇いじめ対策組織にＳＣやＳＳＷ等の専門家を加え、早期解決に資する取組をより実効

的に行う。  

〇必要に応じて、外部専門家の活用も想定する。  

〇いじめは、学校として情報の共有等を基に、全校体制でいじめの解消に向けた取組を

推進していくこと。  

・事実関係の確認…いじめの疑いがあった（あるいは申し出等があった）場合、日常

の行動観察や聴き取り等により、状況等の詳細を確認する。  

・「いじめ対策委員会」を開き、協議する。（場合により、職員会議の開催）  

・いじめられている児童への対応…信頼関係にある教職員が担当する。  

・いじめている児童への対応…複数の教職員（生徒指導主任等を中心に役割分担を決

める）が担当する。  

・周囲の児童（観衆・傍観者）への対応…複数の教職員が担当する。  

・いじめられている児童の保護者への対応…学級担任が主に担当するが、必要に応じ

て、管理職等複数で誠意をもって対応する。  

・いじめている児童の保護者への対応…面談の目的・役割・分担・対応の実際等、事

前に協議した上で、担任・管理職・生徒指導主任等の複数で対応する。  

・ＰＴＡ等への働きかけ（必要な場合）…校長・教頭が担当する。  

・教育委員会、関係諸機関との連携…校長・教頭・生徒指導主任が担当する。  

  

（２）対応する上での留意点  

〇いじめられている児童への対応  

・「絶対に守り通す」との姿勢を示し、全教職員で支え・守ることを約束する。  

・本人の要望等を聴き取りながら、学校生活の様々な場面で、自信を回復させ、精神

を安定させていくことに努める。  

〇いじめている児童への指導  

・当事者だけでなく周りの児童からも詳しく事情を聴き、実態をできる限り正確に把

握する。 

・自分の言動で相手にどれほどの深刻な苦痛を与えたか認識させ、内省を促す。 



 

・叱責や注意ばかりでなく、なぜそのような行為に走らざるを得なかったかという背

景についても、本人の話に十分耳を傾け、心情をくみとる。  

〇周りの児童（観衆・傍観者）への指導  

・周りではやし立てる観衆・見て見ぬふりをしている傍観者への指導は、いじめ問題

の解決に向けて重要なキーポイントになることから、もし、いじめを見たら、制止

するか、それができなくても教職員に申し出るように働きかけていく。このような

中で、いじめを報告してきた児童があれば、その勇気と態度を称賛し、その後、こ

れを言ったためにその児童が仕返しを受けないように、秘密を厳守する等の配慮を

する。  

  

（３）インターネットや携帯電話を利用したいじめへの対応  

〇インターネット上の掲示板、チャット、コミュニケーションアプリ上での誹謗中傷、

他人批判、他者の個人情報の流出等のインターネット上のいじめも、基本的な対応は

同様である。  

〇いじめられている児童等からの申し出を状況確認する過程で、実際に掲示板やアプリ

上の書き込み等を確認する。  

〇具体的な対応策を提示し、可及的速やかに対応することで、被害の拡大を最小限に抑

える。   

  

（４）教育相談体制の充実  

〇いじめられている児童の心のケア、いじめている児童の内省を促す支援等について

は、教育相談機能の充実が不可欠である。  

〇教職員の教育相談に係る資質能力向上はもとより、臨床心理に関して専門的な知識・

技能を有するＳＣやＳＳＷと連携した個別支援が必要である。  

〇いじめている児童がいじめの行為に至った背景に、保護者の身体的虐待や養育放棄、

経済的問題等が起因することもあるため、生活の基盤の立て直しに向けたＳＳＷによ

る保護者等への個別支援について、積極的な活用を図る。          

・いじめられている児童に対しては、精神的な辛さや苦しさに全面的に共感し寄り添

う。  

・いじめている児童に対しては、「いじめは、人間として絶対に許されない行為であ

る」との認識に立ち、毅然とした態度で指導することが大切であるが、いじめの動

機やその原因となった心理的な問題に焦点を当てた指導をする。  

  

（５）保護者との連携  

○より高い専門性が必要な場合は、積極的にＳＣやＳＳＷを活用する。  

・いじめている児童・保護者がいじめの事実を認めない場合や、保護者が第三者的な

立場の者の同席を望む場合など、ＳＳＷを活用した支援を検討する。  

・解決のために、「学校で行うこと」「家庭でできること」をはっきりさせ、協力を求

める。  

  

  

 



 

（６）地域・関係機関との連携  

〇学校と地域との連携  

・開かれた学校づくりに努め、いじめの解決に当たっては、地域からの積極的な協力

を得る。  

・いじめに関する連絡・情報があったときは、迅速に事実関係を確認し、事実の確

認、指導・対応の後は、情報提供者に必要事項を報告する。  

〇学校と関係機関との連携  

・いじめの早期解決のため、教育相談機関等の関係機関との積極的な連携・協力を行

う必要がある。  

・平素から少年安全サポーターや所轄警察署と連携を図り、必要に応じて、協働して

対応する。  

  

（７）いじめの解消について  

いじめは単に謝罪をもって安易に解消することはできない。いじめが「解消している」 

状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの

要件が満たされている場合であっても必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものと

する。  

   

①  いじめに係る行為が止んでいること  

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われ

るものも含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間と

は、少なくとも３ヶ月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の

期間が必要であると判断される場合は、この目安に関わらず、学校の設置者または学校い

じめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は、相

当の期間が経過するまでは、被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過

した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて相当の期間を設定して状況を

注視する。  

  

②  被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと  

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじ

めの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。また、被害児童生徒本人及

びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかについて面談等により確認す

る。  

  

学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を徹底的に守り通し、そ

の安心・安全を確保する責任を有する。学校いじめ対策組織においては、いじめが解消に

至るまで被害児童生徒の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を

含む対処プランを策定し、確実に実行する。上記のいじめが「解消している」状態とは、

あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発

する可能性が十分あり得ることを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害児童生徒及

び加害児童生徒については、日常的に注意深く観察していく。  

 



 

第５ 重大事態への対応  

【生命、心身または財産に重大な被害が生じたいじめへの対応】  
 

（１）重大事態の判断及び報告  

○「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に

着目して判断する。  

例えば、  

 

 

                                等のケースが想定される。 

 

○「相当の期間学校を欠席すること」については、不登校の定義を踏まえ、年間３０日

を目安とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合に

は、その目安にかかわらず、学校の判断により、迅速に調査に着手する。  

○児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、そ

の時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考え

たとしても、重大事態が発生したものとして調査・報告する。  

  

（２）重大事態への対応  

○重大事態が発生した場合は、設置者である教育委員会を通じて、市長へ報告する。     

○いじめられている児童の立場に立って、いじめから守り通すため、保護者と十分に連

携を図り、必要があれば児童への弾力的対応を検討する。  

○いじめられている児童を守るため必要があれば、毅然とした厳しい対応をする。  

○その際には保護者の理解を十分得ながら、教育的配慮の下に適切に指導していく。  

○事前に保護者とも十分に話し合いを重ね、保護者の理解・協力を得ながら、教育委員

会とも協議し、対応していく。同時に、適切に関係機関との連携を図る。  

  

（３）自殺の背景調査  

○児童生徒の自殺という事態が起こった場合の背景調査については、「子供の自殺が起き

たときの背景調査の指針」（平成２６年７月児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力

者会議）に即して対応する。  

○遺族の心情に寄り添い、要望や意見等を十分に聴き取りながら、知り得た情報等を丁

寧に提供していく。  

○遺族がより詳しい調査を望む場合、教育委員会の指示の下、必要に応じて、公平・中

立且つ総合的に分析・評価を行う中立的な立場の調査委員会を設置する。  

○その際、事前に子どもの自殺等に係る研修を積んでいる専門家グループ（弁護士・精

神科医・臨床心理士・精神保健祉福祉士）を構成員として、調査等を実施する。 

 

 

・ 児童生徒が自殺を企図した場合 

・ 身体に重大な障害を負った場合 

・ 金品等に重大な被害を被った場合 

・ 精神性の疾患を発症した場合 



 

（４）留意すべき事項  

○専門家等による調査を実施する際には、調査委員会等に積極的に資料提供する。  

○アンケート調査や児童への聞き取り調査等の実施の要請に対して、協力し、たとえ不 

都合な事実があったとしても、真摯に向き合う。  

○児童や保護者等の心のケアを最優先としながら、安心・安全な学校生活を取り戻し、

全力で学校機能の回復に努めていく。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  



 

第６ 教職員研修といじめ防止指導計画  

◎いじめの未然防止や早期発見のためには、学校全体で組織的・計画的に取り組む  

必要がある。そこで、年間の指導計画を立て、学校全体でいじめ問題に取り組む。  

＊いじめ事案発生時は、いじめ対策委員会を随時立ち上げる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

第７ いじめ対策委員会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

第８ 重大事態発生時の対応  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校いじめ調査委員会による調査（第 28 条）  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ事案の発生 

学校いじめ防止対策組織(対策会議)による対応 (第 22条) 

市教委への報告 (第 23条第 2項) (市教委) 

(学校) 

いじめの重大事案 

調査主体の判断・指示 

学校が主体の調査   市教委が主体の調査 

市教委附属機関による調査 

(第 14条第 3項)(第 28 条) 

調査結果を市教委へ、市教委より市長へ報告(第 30条第 1項) 

再調査の指示(市長が必要を認めた時) 

市長の附属機関による再調査(第 30条第 2項) 

市議会への報告(第 30条第 3項) 



 

 

 

 いじめアンケート  年
ねん

  名前
な ま え

（            ） 

 

みなさんは、学校
がっこう

で楽
たの

しくなかよく安心
あんしん

して過
す

ごしたいと思
おも

っていると思
おも

います。しかし、学校
がっこう

の

友達
ともだち

のだれかから、いじわるをされたり、いやな思いをさせられたりすることもあると思います。  
 なんど  く  かえ 
そうしたいじわるやいやなことを、みんなからされたり、何度も繰り返されたりすると、そうされた

人
ひと

はどうしてよいかわからずにとても苦
くる

しい思
おも

いをしたり、みんなの前
まえ

で恥
は

ずかしいめにあわされて

つらい思
おも

いをしたりします。だから、これからみなさんに質問
しつもん

するのは、みなさんが楽
たの

しくなかよく

安心
あんしん

して学校生活
せいかつ

を過
す

ごせるために行う
お こ な

ものです。正直
しょうじき

に答
こた

えてください。  

  

○いまの学校生活
がっこうせいかつ

について、あなたはどのように感
かん

じていますか。あてはまるものを右
みぎ

の１から４の

中
なか

から１つずつ選
えら

び、その番号
ばんごう

に○をつけてください。  

 

ア 学校
がっこう

が楽
たの

しい・・・・・・・・・・・・・・・・・    １           ２            ３             ４  

イ みんなで何
なに

かをするのは楽
たの

しい・・・・・・・・・   １     ２      ３       ４ 

ウ べんきょうに自分
じ ぶ ん

から取
と

り組
く

んでいる・・・・・・   １     ２      ３       ４  

エ 授業
じゅぎょう

がよくわかる・・・・・・・・・・・・・・   １       ２      ３       ４  

  

 

○あなたは、２学期
が っ き

に次
つぎ

のようなことを、この学校
がっこう

のだれか（友達
ともだち

）にしたり、反対
はんたい

にこの学校
がっこう

のだ

れか（友達
ともだち

）にされたりしましたか。それぞれについて、一番近
いちばんちか

いと思
おも

う数
すうじ

字に、一
ひと

つずつ○をつ

けていってください。  

 

オ たたいたり、けったり、強
つよ

く押
お

したりした・・・・・   １     ２       ３      ４  

カ 暴力
ぼうりょく

 ではないが、いじわるをしたり、  

    いやな思
おも

いをさせたりした・・・・・・・・・・・・   １      ２       ３      ４  

キ たたかれたり、けられたり、強
つよ

く押
お

されたりした・・   １     ２       ３      ４  

ク 暴力
ぼうりょく

ではないが、いじわるをされたり、  

    いやな思
おも

いをさせられたりした・・・・・・・・・・   １      ２       ３      ４  

 

資料１－１

児童用  

どちらかと 
  

い えば 
  

あてはまら 
ない 

  

  
あてはまら 

  
ない 

  

  
あてはま る 

  

どちらかと 
  

い えば 
  

あてはま る 
  

月 
つき 
に 

  
2 ～ 3 回 

  
あった 

  

週 
しゅう 

に 
  

１ 回 
かい 
以上 
いじょう 

  
あった 

  

  
まったく 

  
なかった 

  

今 
いま 

までに 
  

1 ～ 2 回 
  

あった 
  



 

 

令和８年９月２５日  

 

「いじめアンケート調査」の実施について 

～保護者の皆様へ～ 
 

   岩国市立柱野小学校                                    

      校 長  熊 田 恵 美   

 
【いじめの定義】  

  

当該児童生徒が，一定の人間関係のある者から，心理的，物理的な攻撃を受けたこ 
 
とにより，精神的な苦痛を感じているもの。   
 （注）  

 ・「一定の人間関係のある者」とは，学校の内外を問わず，例えば，同じ学校・学級や部活動の者，当該児童生徒が

係わっている仲間や集団(グループ)など，当該児童生徒と何らかの人間関係のある者を指す。  

 ・「攻撃」とは，「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわるものではないが，心理的な圧迫など相

手に苦痛を与えるものも含む。  

 ・「物理的な攻撃」とは，身体的な攻撃のほか，金品をたかられたり，隠されたりすることなどを意味する。  

   

  
いじめは、「どの子どもにも、どの学校においても起こり得るものである」との認識に立ち、いじ

めを許さない学校づくりを通して、いじめ問題の未然防止を図るとともに、いじめの小さなサインを

早期に発見し、早期に対応することが大切です。そのためには，学校・家庭が連携して、いじめの問

題に取り組む必要があります。  
つきましては、「いじめアンケート調査」を実施しますので、調査の趣旨をご理解の上、調査にご協

力いただきますようお願いいたします。  

 

 

 

― 調査についてのお願い ― 

   
１ この調査は、本校のすべての保護者を対象に実施しています。  

２ 保護者の皆様に、家庭でのお子様の様子についてお尋ねし、学校と家庭が協力して、いじめ

の問題に取り組んでいくことを目的としています。  

３ アンケート用紙にご記入の上、指定の封筒に入れ、封をして １０月２日（金）までに、お

子様を通じて学校にご提出ください。  

４ 本調査の結果については、後日ご連絡させていただきます。  

５ 児童については、学級活動を利用して定期的にアンケートを実施しておりますので、参考の

ため、児童用のアンケート用紙を同封しています。  

６ この調査についてお問い合わせがございましたら、下記にご連絡をお願いします。  

  

柱野小学校  ４６―１００６ 

 



 

令和８年９月２５日   

 

いじめアンケート調査（保護者用）  
  

わたしたちは、「いじめ」を絶対に許しません。未然防止、早期発見、

起こった場合の早期解決に全力を尽くします。  

 
１学期間のお子様のことについて伺います。次の質問に該当する①～③の番号を選んで、あては

まるものに○を付けてください。  

なお、すぐに対応を要すると思われるものには、◎を付けてください。  

〈いじめの例〉  

① 冷やかされる・からかわれる ②仲間はずれにされる･無視される ③叩かれる･蹴られる 

④金品をたかられる ⑤持ち物を隠される･壊される ⑥嫌なことや恥ずかしいこと、危険な 

ことをされる ⑦パソコンや携帯電話等を使って、悪口や嫌なことをされる  

 

問１ 「いじめ」について親子で話をすることがありますか。  

①  よくある     ② ときどきある    ③全くしない  

  
問２ あなたの子どもは、いじめをしている（していた）。（具体的な内容が分かれば記入してください。） 

① あてはまる    ② あてはまらない   ③ わからない  

  
問３ あなたの子どもは、いじめを受けている（受けていた）。（具体的な内容が分かれば記入してください。）  

① あてはまる    ② あてはまらない   ③ わからない  

  
問４ 学校でいじめがあると聞いたことがある。（具体的な内容が分かれば記入してください。）  

① あてはまる    ② あてはまらない   ③ わからない  

  
問５ いじめ等の子どもについての悩みや学校に対しての要望等があればお書きください。  

 

お名前をお願いします。（              ） 



 

 

資料２  

令和 8 年度 教育相談･児童理解の会 実施計画  

 令和８年４月   

※ ホームページに、柱野小学校の「学校いじめ基本方針」を掲載しています。  

 
１ ねらい   

 ○ 学級担任が教育相談で児童一人ひとりと直接話をする時間を設定することにより、児童の言動

から毎週１回行う「学校生活アンケート」だけではつかめない悩みや問題等を把握し、早期解決

に向けた適切な支援を行う。  

 ○ 教師から話しやすい雰囲気作りをすることにより、どんなことでも気軽に話すことができ、聞

いてもらえるという安心感をもたせ、児童が担任に悩みや問題を打ち明けやすくする。  

 ○ 児童の不安要素を取り除くことにより、児童の心の安定を図り学校や日常生活を楽しく過ごせ

るようにする。  
  
２ 期間  

１学期 ・・・  ５月 １２日（火）～  ５月 １４日(木)  

２学期 ・・・ １０月  ６日（火）～１０月 ８日(木)  

３学期 ・・・  ２月    ２日（火）～   ２月  ４日(木)  

（実施する時間帯は、各担任の判断で決定する。） 
 
３ 場所     

教室、特別教室等  

 
４ 内容  

・学習に関すること        ・友人関係に関すること  

・学校生活に関すること      ・家庭生活に関すること  

・いじめ等の悩みに関すること   ・自分自身について  

 
５ 相談実施上の留意点  

・教師は、相談内容を他の児童に他言しないことを約束し、守る。  

（特に必要な場合は、児童の了解を得た内容のみ）  

・説得する姿勢ではなく、児童の言葉を引き出し、心を込めて聞くことに努める。  

・児童の立場で、悩みや苦しみ、心情、言葉の意味等を理解しようと努める。  

・児童の考え・行動を評価・判断しないで、まず児童の言葉に耳を傾け、受け入れて情緒の

開放を図る。  

・児童の相談内容は、必要に応じて全職員に情報の共有を図り、対応を協議し早期の解決を

図る。・・・毎月の職員会議後に「児童理解の会」を実施する。  

・相談内容やその後の対応については、教育相談記録用紙に記録し、「学校生活アンケート」

のファイルに綴じておく。 （教育相談終了後、学級分の用紙を担任までお願いします。） 
 
６ 学校生活アンケートの実施について  

・毎週水曜日に実施する。実施後担当へ→回覧→保管  

・相談内容により、全体で協議が必要な問題は、すぐに対応するようにする。  

・「学校生活アンケート」の記入済み用紙は、職員室の棚に保管しておく。  

 



 

       柱野小 いきいきアンケート  （    ）月
がつ

（    ）日
にち

       

柱野小 いきいきアンケート  （    ）月
がつ

（    ）日
にち

 

                        （   ）年
ねん

  名前
なまえ

（                 ）  

 

生活学校
がっこうせいかつ

について質問
しつもん

します。「はい」・「いいえ」のどちらかに○をつけてください。  

 

１ 自分
じ ぶ ん

から元気
げ ん き

な声
こえ

であいさつができましたか。     はい ・ いいえ  

２ 友達
ともだち

となかよくできましたか。            はい ・ いいえ  

３ 学校
がっこう

のきまりは、守
まも

れましたか。            はい ・ いいえ  

４ 集 中
しゅうちゅう

 して学習
がくしゅう

 できましたか。          はい ・ いいえ  

５       学校
がっこう

 が楽
たの

しくないと思
おも

ったことはありますか。     はい ・ いいえ  

６ 友達
ともだち

の悪口
わるぐち

をきいたことがありましたか。       はい ・ いいえ  

７ 話
はなし

 を聞
き
いてもらいたい人

ひと

がいれば、その人
ひと

 の名前
なまえ

に○をしてください。  

校 長
こうちょう

先生
せんせい

 教 頭
きょうとう

先生
せんせい

 担任
たんにん

の先生
せんせい

 支援
し え ん

の先生
せんせい

 その他
た

の先生
せんせい

 家族
かぞく

 今
いま

のところありません  



 

    

 

今
いま

 あなたが 楽
たの

しみにしていることは 何
なん

ですか？今
いま

 あなたが 楽
たの

し

みにしていることは 何
なん

ですか？ 



 

 資料４  

令和８年度 ２学期教育相談記録用紙  

児 童 名  内    容  対   応   等  
      

      

      

      

      

      

   



 

 資料５  

日常的な観察のポイント（問題行動等対応マニュアル参考） 

  いじめの早期発見チェックポイント  

登
校
時
か
ら

始
業
時 

□ 他の児童よりも早く登校したり、遅く登校したりする。 

□ いつも一人で登校するか、友だちと登校していても表情が暗い。 

□ 自分からあいさつしようとせず、友だちからのあいさつや言葉かけもない。 

□ 元気がなく、顔色がすぐれない。 

□ 理由のはっきりしない遅刻・早退を繰り返し、欠席も目立ってくる。 

教
科
等
の
時
間 

□ 授業が始まってから、一人遅れて教室に入ってくる。  

□ 体の不調を訴え、度々保健室やトイレに行く。  

□ うつむきかげんで発言しなくなる。  

□ 指名されると、他の児童がニヤニヤする。  

□ 教職員が誉めると、周りの子があざ笑ったり、しらけたりする。  

□ 何人かの視線が集中したり、目配せをしたりするなどのやりとりがある。  

□ 発言するとやじられたり、笑われたり、冷やかしの声があがったりする。  

□ 学習意欲がなくなり、成績が急に下がり始める。  

□ 配布したプリントなどが渡っていない。  

□ グループ活動の際、一人だけ外れている。  

□ ふざけた雰囲気の中で、係や委員等に選ばれる。  

□ 特定の児童の持ち物に触れることを嫌がる児童がいる。  

□ 教科書・ノートなどが紛失したり、落書きされたりする。  

□ 作品が傷つけられていたり、放り投げられていたりする。  

休
み
時
間 

□ 仲のよかったグループからはずされ、教室や図書室等で一人ポツンとしてい

る。 

□ 一人で廊下や職員室付近をうろうろしている。  

□ 用がないのに職員室で過ごすことが多い。  

□ 教職員にべたべた寄ってきたり、触れるようにして話したりする。  

□ 保健室に行く回数が多くなり、教室に戻りたがらない。  

□ 友だちと過ごしているが表情が暗く、おどおどした様子でついて行く。  

□ 遊びの中で笑いものにされたり、からかわれたり、命令されたりしている。  

□ 遊びの中で、いつも嫌な役をさせられている。  

□ いつも遊びで使った道具等の後始末をさせられている。  

□ 周りの友だちに異常なほど気遣いをしている。  

□ そばを避けて通るなどの嫌がらせが見られる。  

下
校
時 

□ 下校が早い。あるいは、用がないのにいつまでも学校に残っている。  

□ 玄関や校門付近で、不安そうな顔をしておどおどしている。  

□ いつも友だちの荷物を持たされている。  

□ 靴や傘等がなくなる。  

そ
の
他 

□ 給食（昼食）時間、机が微妙に離され、一人寂しく食べている。  

□ 給食のメニューによって、異常に盛りつけられたり、量を減らされたりする。  

□ 清掃時間、みんなが嫌がる仕事や場所が割り当てられている。  

□ 清掃時間、他の児童生徒から一人離れて掃除や後片付けをしている。  

□ 集団行動や学校行事に参加することを渋る。  

□ 理由のはっきりしない衣服の汚れやケガなどが見られ、隠そうとする。  

□ 日記やノートなどに、不安や悩みのかげりを感じる表現が見られる。  
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③ いきいき 
  


